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1. 初めに
製品排出基準では、「製品排出基準法2017」(以下「基準法」)および「製品排出基準規則2017」 
 （以下「規則」）を通じてノンロード火花点火エンジンおよび機器の輸入、供給、製造を規制しま
す。このガイドでは、輸入申告書の記入方法を含めた同基準の対象となる製品の輸入に関する情
報を提供します。

2018年7月1日から、オーストラリアで国内製造あるいは輸入されたすべての新規の屋外用電気機
器と船舶用エンジンには、「規則」で規定された排出基準に適合することが求められます。これら
の製品を輸入する際、通関業者は特定の関税番号を使用する時に、コミュニティ保護の質問を尋
ねられることを認識しておく必要があります。

2020年7月1日から、欧州認証済みの屋外用電気機器の輸入は、欧州ステージIIの基準から欧州ス
テージVの基準に移行します。また同日から、オーストラリアで供給されるすべての新規屋外用電
気機器と船舶用エンジンは、この基準に適合しなければなりません。

当省は、「基準法」の下で、輸入製品のポストボーダー・コンプライアンス活動を行います。違反が
発生した場合、排出規制製品の輸入者と供給者には、輸入、供給、ラベリング、記録管理に関する
違反の責任が問われます。認証あるいは免除番号なく輸入された排出規制製品は没収され、輸入
者は罰則や起訴を受けるおそれがあります。

通関業者にとっての重要点
排出規制製品の輸入者は、必ずその製品に豪州認証あるいは認定済み国際機関の認証のいずれ
かが付与されているか、もしくは豪州排出基準の免除を受けていることを確認しなければなりま
せん。

認定済みの国際機関には、アメリカ合衆国環境保護庁（US EPA）、カリフォルニア大気資源委員
会、EU加盟国、環境・気候変動省（カナダ）があります。輸入者は、必ず商品を輸入する前に輸入
条件について確認して、豪州認証または免除のどちらかを必要とする場合には、その申請に十分
な時間の余裕を持つようにしてください。

 「関税法1901（Customs Act 1901）」に従い、通関業者は、正しい認証（外国またはオーストラリア）
あるいは免除番号を入力して、総合貨物システム（ICS）のコミュニティ保護の質問（CPQ）に正しく
回答しなければなりません。

このために、通関業者は以下のことをしなければなりません。
 • 輸入申告書に品目1行につき1つの認証番号を記入する
 • 輸入申告書が、基準の対象とならない製品と、排出規制製品をグループ化しないようにする
 • 認証番号がICSで利用可能な文字制限数を超えた場合には、本ガイド内「外国認証番号」で提

供した説明に従う

排出規制管理は、完全に費用が回収され、ICSが収集した輸入データは、課税額の計算に使用さ
れます。認証および免除の申請には、手数料が課されます。
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2. 法規フレームワーク
製品排出基準法は以下から構成されています。
 • 大臣が、製品に関する強制的な排出規則を規定し、これらの製品を規制するための行政手配

を詳細に述べる規則を制定することを認める製品排出基準法2017。同法はさらに準拠しない
製品の輸入および供給に関して違反および民事罰則を制定し、「権限規制法2014（Regulatory 
Powers Act 2014）の下でコンプライアンスと実施規定を発動させます

 • オーストラリアに輸入された製品、あるいは国内生産された製品に課税することを認める製品
排出基準（通関）課税法2017（Product Emissions Standards（Customs）Charges Act 2017）および製
品排出基準（物品税）課税法2017（Product Emissions Standards（Excise）Charges Act 2017）

 • 国境での製品の没収に関する関税法1901の第299項に修正を認める製品排出基準法2017（結
果規定）

 • 排出基準の対象製品は、相互承認の措置からの免除を認めるトランス・タスマン相互承認取り
決め1997

従位立法は以下から構成されています。
 • 規制対象の製品の詳細情報を説述する製品排出基準規則2017
 • 輸入および国内製造された製品への課税額につき定める製品排出基準（通関）課税規制2018

および製品排出基準（物品税）課税規制2018
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3. 排出基準下で製品を輸入する 
通関業者のためのプロセス

このフローチャートは、通関業者が排出基準の対象製品を輸入するために、顧客からどんな情報
を必要とするかについて理解できるように開発されました。

図1 通関業者の排出規制製品の輸入プロセス

 

製品は、製品排出基準規則2017の下で排出規制された製品ですか？

顧客が認証番号あるいは免除番号を持って 
いる場合、それを渡されましたか？

コミュニティ保護の
質問に回答する際に
「はい」を選択し、
認証番号あるいは免
除番号を入力してく

ださい

コミュニティ保護の質問に回答する
際は「いいえ」を選択してください

製品は排出基準を 
満たしていますか？

コミュニテ
ィ保護の質
問に回答す
る際に「は
い」を選択
し、「#」の
部分を空欄
にしてくだ

さい

オーストラ
リア国内へ
の輸入を許
可されてい
ない製品

製品が既に出荷された場合、あるいはオーストラリア国
内にある場合は、コミュニティ保護の質問に「はい」と回
答し、それが排出規制製品であるという警告を出し、次

に#を空欄にしてください。

違反について知らせるために当省に通知します。

当省は輸入者に直接連絡します。

通関手続きに
進みます

通関手続きに
進みます

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

通関手続きに
進みます

ICSで行った、あるいは輸入申告書に関して行ったすべての記述は、コミュニティ保護の質問に対 
する回答および通常の輸入申告書の必須欄の回答を含めて、税関職員に行った記述と見なされ 
ます。
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4. 基準の対象となる製品
 「規則」第2部では、本基準の対象となる以下の製品について詳述しています。
 • 最大のエンジン出力が19kw以下、あるいは25.5馬力以下の新しく完全なノンロード火花点火 

エンジン
 • 新しく完全な火花船舶用推進エンジン
 • これらの製品は主にガソリンエンジンであるが、少数のガスパワー・エンジンも含まれる

表1 基準が適用される典型的な製品例

非携帯型 携帯型 船舶用

エアコンプレッサー レンガ/コンクリート用のこぎり 補助用船舶エンジン
ブリックエレベーター 刈払機 船内エンジン
移動クレーン/シザーリフト コンクリート振動機/ランマー ジェットボートエンジン
コンクリートグラインダー チェーンソー 船外機
コンクリートミキサー ノンロード機器用エンジン 個人用船舶
デブリローダー ガーデンエッジャー スターンドライブ・エンジン
ノンロード機器用エンジン ハンマードリル 水上スクーター

消防用/放水ポンプ ヘッジトリマー
発電機/インバーター 削岩機
ゴーカート リーフバキューム/リーフブロワー
芝生用エアレーション機/ 
コアリング機

ミスト噴霧器

リーフ/ガーデン用バキューム 
 （後ろから歩いていくタイプ）

ポールトリマー

丸太割り機 穴掘り機
ミニローダー 電動ブルーム
マルチング機/チッパー トロウエルマシーン 

 （コンクリート）
ピッチローラー ウィッパースナッパー/ 

ライントリマー
プレートコンパクター
圧力クリーナー/ウォッシャー
プッシュ式芝刈り機
ライド式芝刈り機
回転除草機
スラッシャー（乗り物式）
噴射式除雪機
芝生剥ぎ取り機
切り株用砕木機
掃除機（非携帯型）

注意事項・本リストは完全なものではなく、あくまでも参考用です。エンジンは、単体であれ、機器内に装着されたもの
であれ、輸入品もしくは国内供給品のいずれでも排出規制の対象となります。

顧客が輸入している製品が上の表に記載されていないが、排出規制製品かもしれないと考える場
合は、「規則」第2部の技術定義を参照してください。または、顧客に、メーカーに連絡して詳細情
報を得るように要請してください。
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対象外の製品とは？
 「規則」の対象外の製品には以下のものがあります。
 • 中古エンジンと機器
 • 19.1KW以上の屋外用電気機器
 • 全地形走行車
 • ホバークラフト
 • 水陸両用クラフト
 • エコンプレッション・エンジンおよび機器（ジーゼル）

豪州製品排出基準は、米国EPA基準と一致しています。ただし、「規則」では蒸発ガス排出に関す
る基準は設定していません。
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5. 認証
輸入者は必ず（2018年7月1日以降に）オーストラリアに輸入されるか、あるいは（2020年7月1日以
降に）オーストラリア市場に供給される排出規制製品が、豪州認証または認定された国際機関の
認証を受けていることを確認してください。輸入者と供給者のいずれにも、「基準法」下の違反に
責任があります。

外国認証製品
 「規則」で認定された外国エンジンは以下のとおりです。
 • アメリカ合衆国環境保護庁（US EPA）
 • カリフォルニア大気資源委員会
 • EU加盟国
 • 環境・気候変動省（カナダ）

外国認証番号
アメリカ合衆国環境保護庁認証製品
米国EPA基準（CFR 1054またはCFR 1045）の認証を受けたエンジンに関しては、エンジンファミリー
名を認証番号としてみなし、コミュニティ保護の質問に対してそれを入力してください。あるいは
適合証明書の認証番号を入力することもできます。こちらは、EPAが割り当てたエンジンファミリ
ー番号の末尾に3桁追加された番号です。

エンジンファミリー名は、米国EPA認証データベースからアクセスできます。

カリフォルニア大気資源委員会による認証製品
CARBは、エンジンファミリーについて米国EPAと同じ命名の慣習に則っています。エンジンファミ
リーの名前は認証番号としてみなされ、コミュニティ保護の質問に対して記入してください。また、
該当する行政命令番号（CARBでは適合認証を「行政命令」と呼んでいます）を入力してもかまい
ません。

エンジンファミリーの名称と行政命令（EO）番号は、双方ともCARBのオフロード認証データベース
でアクセスできます。データベースでは、EO番号がエンジンファミリーの実際のEOにハイパーリン
クされています。

https://www.epa.gov/compliance-and-fuel-economy-data/annual-certification-data-vehicles-engines-and-equipment
https://ww3.arb.ca.gov/msprog/offroad/cert/cert.php
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EU機関による認証製品
ノンロードエンジン（ノンロード携帯機器別名NRMM）のEU基準で認証済みのエンジンに関して
は、「形式認証番号」が認証番号となりますので、コミュニティ保護の質問に対してはこれを入力し
てください。

EU認証製品の移行規定

 「規則」の下でノンロード欧州認証製品は、欧州ステージ排出基準IIから、欧州ステージV排出基
準に移行します。移行は、2020年7月1日に開始します。EUが欧州ステージIIの排出基準を段階的 
に廃止し、2016/1628の指令の下で2016年にステージVの規制が採用された後、この移行が行われ
ます。

欧州ステージIIの排出基準の下で、97/68/EC指令に対する以下の改正指令のうちの一つの対象 
となるエンジンは、この移行期間に限り認められます。2002/88/EC、2004/26/EC、2006/105/EC、 
2010/26/EU、2011/88/EUまたは2012/46/EU。これらの指令は指令97/68/ECを改正します。

欧州ステージIIの認証製品は、最長2020年6月30日までオーストラリアに輸入できます。この日付以
降は、欧州製品は欧州ステージVの基準の認証を受けて、オーストラリアに輸入する前に正しいラ
ベリングを行うことが必要です。欧州ステージIIの認証製品は、最長2021年6月30日まで国内で供
給できます。「供給品」には、無料サンプル、取引の一部あるいは別の製品を供給する際の特別な
提供物などの供給品が含まれます。

欧州ステージIIおよび欧州ステージVの認証番号は、形式認証書に記入されており、エンジンの上
の対応する排出ラベル上にあることが必要です。この証明書は通常、製品が排出基準に適合して
いると認証された後で、メーカーに発行されます。

ICSで利用できる欄には35文字の文字制限があります。欧州ステージVの認証番号が、文字制限数
を超えた場合、通関業者は、全番号を挿入するためにアステリスクス（＊）やフォワードスラッシュ 
 （/）を省略してください。製品が別の認定外国基準の認証を受けている場合、通関業者はEU認証
番号ではなく、この番号を使用することができます。

欧州ステージVの認証番号（図3）は、欧州ステージIIの認証番号（図2）から容易に見分けることが
でき、書式が異なります。

図2 欧州ステージ IIの認証番号の書式

修正数

承認番号

認証に使用された最終的な規制の変更数

A: 農業用/林業用エンジンを意味します

II: エンジンは規制のステージ IIを満たします

H2: H2は携帯型（≥ 20cc <50cc）を、H3は携帯型（≥50cc）を意味します

S: 小型エンジン（≤19kW）

規制コード

e1: エンジンを認証したEU加盟国（e1=ドイツ）

e1 * * * *97/68 2010/00 0000 00S H2 II– A
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図3 欧州ステージVの認証番号の書式

修正数

承認番号

燃料のタイプP=ガソリン（E10）

耐用年数（1=50h、2=125h、SHAおよびSHBについて
は3=300h）

エンジン等級SHA <50cc; SHB ≥50cc

認証に使用された最終的な規制の変更数

規制コード

e1: エンジンを認証したEU加盟国（e1=ドイツ）

e1 2016/1628 2017/RRRSHA1/P xxxx xx* * * *

外国の認証番号の詳細なガイドは、認証番号に関する輸入業者と仲介業者に関するガイダンスメ
モを参照してください。

豪州認証
製品に認定された国際基準の認証がまだなされていない場合は、当省のオンラインサービスプラ
ットフォームから認証申請を行うことができます。申請は、通常メーカーが行うものとし、査定を
受けるために当省に提出する、ラボでの排出試験結果が必要となります。豪州認証が付与された
場合、申請者に認証番号が発行されます。この独自の番号は、ICSのコミュニティ保護質問に回答
する際に提供しなければなりません。

豪州認証番号に関する詳細なガイドは、「製品排出基準法2017」の豪州認証に関するガイドを参
照してください。

http://www.environment.gov.au/protection/publications/pes-guidance-note-importers-brokers-certification-numbers
https://onlineservices.environment.gov.au/
https://onlineservices.environment.gov.au/
http://www.environment.gov.au/protection/publications/pes-guide-to-australian-certification
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6. 免除
農業水資源環境省は、限定された状況下で、未認証の製品を輸入したり、あるいは豪州市場に供
給できるように、免除を付与することができます。「規則」の第30項では、免除の申請を行える、6
つの免除のカテゴリーについて記載しています。（表2）。

免除の申請は、当省のオンラインサービスプラットで行います。免除が付与されると、申請者には
免除番号が発行されます。この免除番号は、ICSのコミュニティ保護質問に回答する際に提供しな
ければなりません。

表2 適用免除のカテゴリー

適用免除のカテゴリー 
 （「規則」参照） 説明

輸出 (30(1)(a)) 製品はオーストラリアから輸出されますが、オーストラリア国内で
は使用されません。

試験評価と展示 (30(1)(b)) 製品は供給あるいは事前注文のために試験、評価、展示、広告、
提供されますが、製品認証を受ける前はオーストラリアで使用あ
るいは供給されません。

国家セキュリティ (30(1)(c)) 製品は国家の安全を目的としてオーストラリア国防軍、警察、治
安当局で使用されます。

救急サービス (30(1)(d)) 製品は、救急サービス機関で使用されます。
競技会 (30(1)(e)) 製品は組織的競技会で使用されます。
交換用エンジン (30(1)(f)) 未認証で使用不可能なエンジンに替わる交換用エンジン。

国家安全、救急サービス、組織的競技会、交換用エンジンの免除のカテゴリーに関しては、申請者
は指定されたカテゴリーの基準を満たし、その代わりに使用できる排出基準を満たす製品を入手
できないことを明示できることが必要です。

https://onlineservices.environment.gov.au/
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7. コミュニティ保護の質問
特定の関税番号の中には、「規則」で規制された製品の輸入に連結しているものもあります。関連
した関税番号が総合貨物システム（ICS）に対して入力されると、コミュニティ保護の質問（CPQ）が
行われます。

ボックス1 コミュニティ保護の質問

 「これらの商品は、「製品排出基準規則2017」第7項、第8項、第9項で定義された新規火花
点火ノンロードエンジンあるいは新規火花点火船舶用推進エンジンですか？あるいはこれ
らの商品に当該製品が含まれていますか？」

 「はい」の場合は、製品の関連する認証番号あるいは免除番号を入力してください。

農業水資源環境省は、CPQおよび他の監視済みの関税番号によって提供された情報に対してコン
プライアンスの監査を行い、輸入業者の追跡調査を行います。

コミュニティ保護の質問への回答
CPQ（コミュニティ保護の質問）はこれに回答し、指示のある場合は、認証または免除番号を入力
しなければなりません。あなたの顧客が認証番号あるいは免除番号を提供していない場合は、顧
客に、排出基準適合の認証済み製品であるかどうか尋ねてください。

顧客が製品は認証済みである旨を通知するものの認証番号を提供できない場合は、CPQに「は
い」と回答して、認証番号あるいは免除番号の欄を空欄にすることができます。ただし、農業水資
源環境省には、製品が認証番号あるいは免除番号無しにICSに入力されたことが通知されること
を顧客に伝えてください。当省は、この情報が提供されなかった理由をつきとめるために、輸入者
に連絡します。

ICSで利用できる欄には、35文字の制限があります。欧州ステージVの認証番号が文字制限数を超
えた場合は、仲介業者は全番号を入力できるようにアステリスク（星印）やフォワードスラッシュ 
 （/）を省略してください。

顧客から製品が未認証だと通知された場合は、排出基準の適合認証を受けていない製品を輸入
することは違法である旨を顧客に通知してください。この場合、あなた、あるいは顧客は必ず当省
に速やかに連絡をしてください。顧客から、製品が認証済みである旨の知らせを受けて、後に未認
証の製品であることが判明する場合には、輸入業者は「基準法」違反の責任に問われます。
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8. 関税番号
農業水資源環境省では、排出規制製品に適用される幅広い関税番号を設定しています。表3に
は、現在コミュニティ保護の質問に連結した関税番号を表示しています。これは、コンプライアン
ス・プログラムでモニターの対象となる関税番号の全体的なリストではなく、他の関税番号が追加
されることがあります。

表3 コミュニティ保護の質問に連結した関税番号

関税番号 統計番号

84072100 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65

84072900 25

84073100 26

84073200 11

84079030 30, 31

84137090 62

84148019 50

84244100 01

84243090 51

84304900 19, 44

84305000 45

84306100 23

84322900 47

84328000 14

84331100 48, 55, 56

84331900 62, 63

84368090 42

84641000 10

84659600 37

84678100 10

84678900 28, 60, 68

84743100 24

84791000 14

84798990 90

85022000 38, 39

89039210 15, 16

89039290 17

89039910 18



16
農業水資源質環境省（Department of Agriculture, Water and the Environment） 
製品排出基準法2017で規制された輸入品目に関するガイド

9. 違反と罰則
輸入者と供給者は、以下に関連する「基準法」の違反に対して責任があります。
 • 輸入
 • 供給
 • ラベリング
 • 記録管理

認証番号あるいは免除番号のない輸入製品は、没収される場合があり、輸入者は、罰則や起訴を
受けるおそれがあります。輸入、供給、製造に関する各違反には、それぞれ最大罰則が設けられて
います。（表4）。

表4 輸入、供給、製造に関する違反に対する罰則

違反の種類 1回の違反に対する 
最大罰則単位

1回の違反に対する
最大罰則

厳格責任違反（個人) 60 
（1つの罰則単位は$210）

$12,600

厳格責任犯罪（法人) 300 
（罰則の1単位は$210）

$63,000

民事罰則規定 120 
（罰則の1単位は$210）

$25,200

全ての製品には、以下を含む「規則」第6部に従って必ずラベリングしなければなりません。
 • 関連する承認済みの外国基準に従ったラベリング
 • 製品に豪州認証がある場合は、「規則」第39項（2）に従ったラベリング

2018年7月1日以降、輸入者には「規則」第7部に従って記録の管理が求められています。2020年7月
1日以降、供給者にも記録の管理が求められています。記録は、各会計年度末から5年間保管する
ことが必要です。
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10. 顧客に関連する情報
ICSとCPQに入力した情報は、各会計年度末に輸入者が支払うべき税金の額の算出に使用され 
ます。

輸入製品の価値の0.45%が課税されるものとし、$32,000以上の価値のある製品が会計年度内に 
輸入された場合にのみ、支払義務が生じます。また課税は、1つの品目の輸入品につき$90未満の 
支払いとなるように、高価品物閾値の対象となります。（ボックス2）。

ボックス2 課税閾値の例

低い課税閾値の例

閾値：会計年度1年間に輸入された$32,000相当の製品。

 • 輸入者が会計年度1年間に$40,000相当の製品を輸入した場合、輸入者は低い課税
閾値を超え、輸入課税責任は$180となる（$40,000の0.45%）。

 • 輸入者が会計年度1年間に$29,000相当の製品を輸入した場合、輸入者は$32,000と
いう低い課税閾値を下回るため、税金の支払い責任はない。

高価品目の閾値の例

閾値：1品目$20,000。

 • 輸入者が会計年度1年間に$50,000の価値のボート一隻を輸入した場合、$20,000の
価値のみが課税計算に適用される。これは、低い課税閾値である$32,000を下回る
ため、輸入者は税金を支払う必要がない。

 • 輸入者が（エンジンを含めて）1隻が$50,000相当のボート5隻を輸入する場合、各ボ
ートの価値からは、$20,000のみが、輸入課税である$450（$100,000の0.45%）の算出
に適用される。

会計年度末の後で、輸入者が輸入課税の閾値を超える場合、輸入者には債務通知書が送付されま
す。これにより、債務について通知し、必要に応じて輸入データを修正するために3か月の猶予が与
えられます。課税金額とインボイスを含む最終通知書が同年10月に送付されます。
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11. 詳細情報
製品排出基準に関する質問がある場合は、農業水資源環境省 productemissions@awe.gov.au  
までEメールを送付するか、電話番号1800 803 772までお電話ください。

よくある質問は、当省のウェブサイト environment.gov.au/protection/emissions-standards/faqs 
でご覧いただけます。

productemissions@awe.gov.au
http://www.environment.gov.au/protection/emissions-standards/faqs
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